
「規制改革実施計画」 （令和３年６月１８日閣議決定） （抜粋）

II 分野別実施事項

５． 雇用・教育等

(4) 多様で主体的なキャリア形成等に向けた環境整備

No.４．自律的・主体的なキャリア形成の支援と職業生活の安定を図るためのセーフティネットの整備

a 厚生労働省は、正社員にとどまらない多様な働き手の自律的・主体的なキャリア形成の促進を主眼に置

き、人的資本への投資戦略の重要性、実務につながる教育訓練の実施、働き手の時機に応じたキャリア

の棚卸しや企業の人事政策の一環であることを念頭に置いたキャリアコンサルティングの必要性、教育訓

練休暇の付与・取得促進など、働き手・企業が取り組む事項や人材開発施策に係る諸制度を体系的に示

した「リカレントガイドライン」の策定を行う。その際には、上場企業等に対してはコーポレートガバナンス

コードの趣旨や内容も踏まえた連動等も視野に含みつつ、労使からの意見を反映させながら検討を開始し、

速やかに必要な措置を行う。
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